
学校運営協議会の設置および平成３１年度川崎市学校運営協議会委員の委嘱

等について 

１ 学校運営協議会の設置

【東橘中学校区学校運営協議会】 

川崎市立東橘中学校  川崎市立子母口小学校  川崎市立久末小学校 

（設置理由） 

○学校が家庭と地域と一体となり、めざす教育活動を推進するため 

・９年間の義務教育でめざす子供像の共有と学習内容の系統性を考慮した教育実践に

より、地域の子供たちにとって必要な資質や能力を身に付けること 

・確かな児童生徒理解と保護者との信頼関係に基づく指導と支援により、支援教育を

充実させ、いじめや不登校等の諸問題の未然防止を図ること 

【金程中学校区学校運営協議会】 

川崎市立金程中学校  川崎市立千代ヶ丘小学校  川崎市立金程小学校 

（設置理由） 

○学校と地域と家庭が一体となり、教育環境を充実させるため 

・９年間を通じた教育課程の系統性と９年間で育成する資質・能力を明確にして３校

で共有すること 

・学校間の共有を地域へと広げ、目標やビジョンを地域住民や保護者と共有し、地域

と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」づくりを推進すること 

２ 委員の委嘱（任命） 

【委嘱（任命）対象者】 

※「学校運営協議会委員候補者名簿」（４～７ページ）のとおり 

３ 根拠法令等 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の６ 

・川崎市学校運営協議会規則第３・９・11・16･17 条    ※「資料」参照 

・川崎市学校運営協議会運営要綱第４条および第６条 














